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は   じ   め   に 

 

北海道立食品加工研究センターは、北海道内食品工業の発展に寄与することを目的に、

食品加工に係る研究開発と技術支援を総合的に行う機関として平成４年２月に開設され

た。 

 平成１６年３月には平成２０年度を目標年次とするビジョンを策定し、「技術レベルの

高い研究開発に裏付けられ、企業発展・起業化に積極的に貢献する技術支援センター」を

コンセプトに、これまでの技術集積や食品工業のニ－ズ・発展方向を見据え、重点的に取

り組む分野を設定するなどして、研究開発等に取り組んできた。 

 この結果、ビジョン策定時に設定した数値目標をほぼ達成し、平成１９年度において当

センターが研究開発・技術支援した商品が７２品目、売上高７４億円となるなど、本道食

品のレベルアップにも一定の貢献を果たすことが出来たが、本道の産業経済が依然として

厳しい状況にあり、また、国際的な経済環境が極めて不透明な状況になってきていること

に鑑みると、本道の経済や雇用に果たす食品工業の役割は更に高まってきており、当セン

ターには、工業出荷額や付加価値率など経済への直接的な波及効果を更に高める活動の強

化が求められている。 

 また、中国における食品不祥事の頻発などから、消費者の安全安心への意識がかつてな

いほどの高まりをみせ、本道食品に対する評価を押し上げているほか、加速する少子高齢

化や地球環境問題への対応の必要性の拡大、さらには世界的なエネルギー価格の高騰や穀

物原料の入手難など、道内食品工業を巡る社会経済環境も大きく変化してきている。 

 一方、道においては、科学技術振興条例などが制定され、フ－ド分野が北海道の将来を

担う重要な戦略研究分野と位置付けられるとともに、北海道産業振興条例が制定され、食

品施策が大幅に拡充したほか、ほっかいどう未来創造プランやこれに基づき策定された北

海道経済活性化ビジョンにおいても食品工業の振興が極めて重要な政策課題に位置づけら

れた。また、国においても地域資源活用促進法や農商工等連携活用促進法など食品工業の

振興に関係の深い法令が新たに施行されたほか、近年、地方公設試のアクティビティーを

積極的に活用しようとする施策が拡大されるなど、当センターの活動基盤の充実も図られ

つつある。 

 また、平成２２年度には当センターが他の２１の道立試験研究機関とともに新たな独立

行政法人に移行することとなり、業務の効果的･効率的な遂行や他機関との連携による総合

力の強化などがこれまで以上に求められるなど、組織そのものも変革の時期を迎えている。 

 このような大きな環境変化を踏まえ、当センターは、北海道の食品工業をリードする総

合的機関として新たなる発展を期すとともに、「安全安心で美味しく付加価値の高い食品

づくり」をテーマに、道内食品関係者のニーズや社会経済環境を適時・適切に踏まえた効

果的な技術支援や研究開発を展開し、本道食品工業の更なる飛躍を目指すため新たなビジ

ョンを策定することとした。 

 このビジョンは、今後５年間の当センターの目指すべき方向を示したものであり、職員

が一丸となってその実現に取り組んでまいることとしているが、「産学官金」の各関係者

の協力が不可欠であり、皆様のご支援・ご協力を衷心よりお願いする次第である。 
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Ⅰ ビジョン策定の趣旨・目標年次 

本ビジョンは、今後の当センターの研究開発や技術支援などをステップアップし、効率

的かつ効果的に進めていくため、当センターの目指すべき姿や研究開発、技術支援の展開

方向、関係機関との連携の在り方、目指すべき目標などを定めたものである。                    

  このビジョンは、基本的に目標年次を平成２５年度とするが、ＰＤＣＡサイクルによる

マネージメント手法を用いて継続的な点検等を行い、それぞれの取り組みの進捗状況や社

会経済環境の変化などに対応し、適切な見直しを行うものとする。 

 

Ⅱ  北海道の食品工業の現状と課題 

１ 現状 

食品は生鮮品を原料とするものが多く、供給や価格が不安定であるとともに、変質・腐

敗しやすい性質を持つため、保存、製造、流通等に種々の制約があり、長い間、比較的狭

い市場の中で発展してきたが、近年、輸送技術や加工技術等が飛躍的に発展し、現在では

国内はもとより、海外にも多くの食品が移輸出され、本道の域際収支の改善に大きな役割

を果たしている。特に最近は「食の北海道ブランド」が全国を席巻する状況にあり、東ア

ジアを中心に海外における評価も高まりつつある。 

統計的にも、本道の食料品製造業は平成１８年において、事業所数は２，２２４  事

業所で全製造業の３２．６％、従業員数は７９，７５２人で全製造業の４３．７％、工業

出荷額１兆７，９６２億円で全製造業の３１．２％を占め、いずれも道内の他の製造業を

圧倒する規模となっており、また、都道府県の比較でも、「全国一の食料品製造基地」とな

っている。（統計上、食品工業には食料品製造業のほか、飲料・たばこ・飼料製造業が含ま

れており、北海道の食品工業出荷額についても長期間、全国一であったが、平成１７年か

らは飲料出荷額が過半を占める静岡県（Ｈ１８年２兆２４９４億円）が全国一（北海道は

２兆２６５億円で２位）となっている。） 

なお、当センターのビジョン（Ｈ１６．３）策定時（平成１５年度）の出荷額（１兆７，

７３７億円）と比較すると１８年度は２２５億円上回っているほか、この１０年間で製造

業全体が従業者数を大きく減少させる中で（Ｈ８ ２３９，８５４人→Ｈ１８ １８２，

６８１人、△２３．８％）、食料品製造業の減少は７．８％（Ｈ８ ８６，５３３人→Ｈ１

８ ７９，７５２人）にとどまっており、地域の雇用確保にも一定の貢献が認められる。 

このように、本道の食品工業（食料品製造業）は、道内経済に大きなウェイトを占めて

いるが、一方で、食料品製造業の付加価値率は２９．１％で全国３４．２％と比較して５．

１ポイント低い水準となり、この格差が長い間改善されてきていないことや、本道で生産

される農水産物等が食品への高次加工がされないまま道外や海外に移輸出されている事例

も多いことにみられるように、付加価値が低く、農水産物の評価に依存した食品作りが行

われており、また、多くの食品事業者が中小零細規模であり、経営管理や商品開発力の向

上、販路拡大等への対応が単独では十分に行い得ない状況にある。 
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○北海道の全製造業と食品工業<工業統計表産業編(経済産業省)> 

(事業所数・従業者数・製造品出荷額等・付加価値額・付加価値率) 

区 分 Ｈ４ Ｈ８ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

事業所数 10,115 9,365 7,740 7,244 7,248 6,813

従業者数(千人) 252 240 194 190 189 183

出荷額等(億円) 62,033 61,594 53,204 52,626 54,647 57,596

付加価値額(億円) 21,643 21,536 18,189 18,114 17,479 16,860

全

製

造

業 
付加価値率(％) 34.9 35.0 34.2 34.4 32.0 29.3

事業所数 3,100 2,933 2,604 2,487 2,486 2,389

従業者数(千人) 92 91 88 87 87 83

出荷額等(億円) 25,092 23,315 21,592 21,625 20,625 20,265

付加価値額(億円) 6,893 6,637 6,454 6,363 5,986 5,963

食

品

工

業 
付加価値率(％) 27.5 28.5 29.9 29.4 29.0 29.4

事業所数 2,910 2,765 2,430 2,326 2,324 2,224

従業者数(千人) 87 87 84 83 84 80

出荷額等(億円) 21,059 19,427 17,738 17,713 18,026 17,962

付加価値額(億円) 6,054 5,728 5,482 5,333 5,161 5,235

う ち

食 料

品 製

造 業  

付加価値率(％) 28.7 29.5 30.9 30.1 28.6 29.1

※付加価値率＝付加価値額／製造品出荷額等 

    ※付加価値額＝生産額－(原材料使用額等＋内国消費税額＋減価償却額) 

全国の食品工業の付加価値率 35.5 35.6 35.1 35.4 34.2 

  ※北海道の全製造業、食品工業、食料品製造業の出荷額の過去最大値は、それぞれ 

Ｈ３ ６兆２７１３億円、Ｈ４ ２兆５０９２億円、Ｈ４ ２兆１０５９億円。 

 

食品工業の製造品出荷額等を産業小分類別に見ると水産食料品製造業が最も多く、全体

の３２．２％を占め、次いで畜産食料品製造業２４．８％、その他食料品製造業（めん類、

豆腐・油揚、惣菜、冷凍調理品等）１０．３％の順となっている。 

 

○北海道の食品工業の製造品出荷額等<工業統計表産業編(経済産業省)>              

区  分 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ 

 産業小分類 実数(億円) 実数(億円) 実数(億円) 構成比(％)

食品工業 21,625 20,625 20,265 100.0

食料品製造業 17,713 18,026 17,962 88.6

水産食料品製造業 6,118 6,415 6,518 32.2

畜産食料品製造業 5,017 5,114 5,023 24.8

その他の食品製造業 ※ 2,381 2,263 2,082 10.3

パン・菓子製造業 ※ 1,717 1,761 1,847 9.1

糖類製造業 ※ 1,025 1,037 1,078 5.3

 

精穀製粉製造業 ※ 796 757 733 3.6

飲料・たばこ・飼料製造業 3,913 2,599 2,303 11.3

酒類製造業 1,103 1,062 1,097 5.4

 

 

飼料製造業 872 842 820 4.0

※は、秘匿数値を除く 
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２ 食品工業を取り巻く経済社会情勢の変化 

○ 経済のグロ－バル化が進む中で、東アジア諸国の食品加工技術の向上や価格面の優位

性を背景に、中国などからの食品輸入が増加してきたが、安全安心に係る事件や懸念か

ら、食品関係事業者や消費者の間に国産食品に対する再評価が進んできている。 

○ 東アジア諸国やロシア極東地域の経済発展に伴い、いわゆる「富裕層」が増加してき

ており、高品質で美味しい日本の食料品の輸出・販売の機会が拡大しており、食品企業

の海外展開の好機ともなっている。 

○ 少子高齢化の進展や単身世帯の増加、ライフスタイルの変化により、人々の食に関す

る価値観やニ－ズが大きく変化しており、食の外部化・簡便化や洋風化が進んでいる。 

○ 原油価格の引き上げなどによる燃料価格の高騰、バイオエタノールの生産増大や地球

規模の気候変動に伴う穀物などの入手難などにより食品企業の経営が厳しさを増してき

ている。 

○ 食品の２次機能（味覚、臭覚など）に関する新たな評価技術の開発や食品製造・分析

へのバイオ技術の活用など先進的な食品技術の導入が進んできている。 

○ 我が国の経済の地域間格差是正のため、国においては地域食品工業の振興がクローズ

アップされ、近年、地域資源活用促進法や農商工連携促進法などの法整備や食品工業関

連施策の充実が図られてきている。 

○ 道においても、厳しい環境にある本道の経済の活性化を図るため、最近、比較優位性

の高い食品工業への支援施策の充実・強化が図られてきている。 

・経済活性化戦略ビジョンにおいて「食」は中核的位置づけとなっており、食品工業高

付加価値化総合支援事業を新設 

 ・北海道新技術・新製品開発大賞に「食品部門」を新設 

 ・中小企業競争力強化促進事業に「食品工業振興枠」を新設 

・中小企業応援ﾌｧﾝﾄﾞの重点支援分野に「地域資源」（食中心）を位置付け 

 ・北海道科学技術振興戦略の戦略研究３分野の一つに｢ﾌｰﾄﾞ(食)分野」が位置付け 

○ 食品リサイクル法の施行や地球環境問題の深刻化などに伴い食品工業の環境への適切

な対応が求められている。 

 

３ 北海道の食品工業の課題 

①高付加価値化や食の安全への対応 

 食品工業は本道全体あるいは地域経済の担い手として大きな役割を果たしているが、今

後更なる発展を図っていくためには、全業種に共通して、付加価値の高い食品づくりや付

加価値生産性の高い企業活動、さらには食の安全への確かな対応を図っていくことが必要

である。 

 

②地域資源の活用 

 本道の農蓄水産物は「食材」として全国的にも高い評価を得ているが、これらの多くは

道内で高次加工されずに移出されている。 

 近年、各地域でこれらの活用が進んできているが、食品加工業者と一次産業者、更には

流通関係者や消費者の参画を得るとともに、国や道の施策を有効に活用して、マーケット

のニーズを踏まえた食品づくりの発展を更に図ることが必要である。 

 

③新しい市場への対応 

国内における食の外部化、簡便化、洋風化や東アジアにおける富裕層の出現などにより
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新たな食品市場が生み出されてきている。 

 これらのマーケットは、今後共、更に拡大を続けるものと考えられ、本道食品企業にお

いても技術力の強化とマーケット・インの発想に基づく製品開発を積極的に進める必要が

ある。 

 

④先進的な食品技術の積極的な導入 

 「美味しさ」は食品の付加価値の最も重要な要素であり、これらの評価技術の進展に対

応し道内企業の製品開発への活用を進める必要がある。また、健康意識の向上から、特に

手軽な健康維持のための食品のニーズが非常に高まっており、機能性食品や健康食品など

バイオ技術を活用した食品づくりを積極的に進める必要がある。 

 

⑤環境問題への適切な対応 

 食品の製造過程で発生する副産物や廃棄物の低減、エネルギー消費の削減などを通じた

ＣＯ２の排出抑制などの環境対応は、道内食品企業に強く求められる社会的要請となって

おり、また一方で、これらへの適切な対応は製品や企業のイメージの向上やトータルの経

費の削減を通じた付加価値生産性の向上にも寄与するものとも考えられ、これらを可能と

する技術開発を更に進める必要がある。また、バイオエネルギーなど食品技術を応用でき

る分野への進出の可能性についても検討を行う必要がある。 

 

Ⅲ 北海道の食品工業の目指す姿                                                    

本道経済は、景気回復が遅れ、依然として厳しい状況が続いている。全国を上回るスピ

ードで進む人口の減少、経済のグローバル化や地球規模の環境問題、資源エネルギーのひ

っ迫懸念、地方財政の危機的な状況など、本道経済は、大きな転換期を迎えている。 

 こうした状況を乗り越え、北海道が魅力ある経済活動の場として将来にわたり活力を維

持していくためには、厚みと広がりのある産業構造の構築を早急に進めていくことが必要

であるが、一方において、比較優位にある産業の体質を強化するとともに、本道全体や各

地域の経済をリードする産業のさらなる振興も必要である。 

食品工業においては、常に変化する社会経済環境の変化に積極的に対応し、豊富な農林

水産資源を活かしながら、マ－ケットインの考え方を取り入れた商品づくりを展開すると

ともに、東アジア諸国向けなど海外市場の進出も視野に入れ、消費者に信頼される安全安

心なものづくりを基本に、付加価値の高い美味しい食品づくりを進めることが重要である。 

 また、産学官や金融機関等の関係機関との連携を強化するとともに、未利用資源や食品

加工副産物の利用に取り組むなど様々な環境問題へ的確に対応しながら、食品工業の振興

に取り組み引き続き北海道最大の産業として地域の経済と雇用を支えていく。 

 

Ⅳ 食品加工研究センターの役割     

１ 食品加工研究センターのこれまでの取り組みとその成果 

(1) 前回策定したビジョンの目標と実績 

① 研究開発 

平成１６年３月に策定したビジョンにおいては、研究開発の指標として外部資金導入件

数、共同研究件数、特許出願件数について目標値を定めたが、特許出願件数を除き平成 

１６～１９年度の４年間で目標を達成している。特許出願件数についても平成２０年度中

には目標を達成する見込みである。特に、外部資金導入件数については、目標値に対して

１３２％の達成率となっている。  



 - 6 -

 

○試験研究課題数の推移 

区 分 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

試験研究 

課題数 
38 40 37 33 33 26 36 42 39 43 

うち外部資

金導入件数 
10 11 12 10 12 6 17 23 21 25 

 

うち共同研

究件数 
10 14 16 12 11 7 14 21 21 24 

 

○平成１６年作成のビジョン目標値における実績 

項  目 目標値 実績値 目標値・実績値の説明 

外部資金導入研究件数 65 件 86 件 

共同研究件数 75 件 80 件 

特許出願件数 20 件 18 件 

目標値は、平成 10～14 年(５年間)実績値の

1.2 倍(平成 16～20 年度の５年間)に設定。

実績値は、平成 16～19 年度(４年間)件数。

 

② 技術支援 

技術支援の指標としては、技術相談件数、現地技術支援件数、食品安全管理技術講習受

講者数について目標値を定めたが、いずれの項目についても平成１９年度実績において目

標を達成している。 

 

○技術支援件数の推移                                                             

区  分 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 

技術相談件数 583 578 407 532 584 705 1,148 943 936 1,102

現地技術支援件数 136 140 124 170 141 162 179 194 205 216

 

○平成１６年作成のビジョン目標値における実績 

項  目 目標値 実績値 目標値・実績値の説明 

技術相談件数 880 件 1,102 件

現地技術支援件数 210 件 216 件 

食品安全管理技術

講習会受講者数 
70 人 118 人 

目標値は、平成 14 年の実績値の 1.5 倍に設定。

実績値は、平成 19 年の件数。 

 

 (2) 近年の主な成果事例 

近年、当センターが実施した研究開発や技術支援により道内企業が商品化した技術のう

ち、主なものは次のとおりである。 

 

①過熱水蒸気処理技術 

 日本で初めて、常圧過熱水蒸気処理技術の食品工業への本格的な導入を主導した。㈱釧

路丸水（白糠町）は、この技術を活用し、地域資源の柳ダコを原料として「旨味だこ」を

商品化（H18.11）し、大きく売上を伸ばした。（H18 北海道新技術新製品開発賞の奨励賞を

受賞） 

現在、この技術は、道内企業による活用が広がり、道産野菜を用いたキット食品（調理

済み惣菜）、道産水産物を用いた煮魚や焼き魚（ﾚﾄﾙﾄ食品）などが商品化され、また、高温
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ガスという利点を生かし、穀物の表面殺菌などへの応用も期待されており、道経済部と連

携し、更なる普及や新たな技術開発に努める。 

＊過熱水蒸気処理技術を利用した商品の販売額（企業数） 

  H17 0.1 億円（1 社） → H18 １０億円（2 社） → H19 ３５億円（4 社） 

 

②発酵技術－発酵生ハム 

 民間企業共同研究により、道内ハム工場から採取・選抜した乳酸菌を使用し、熟成した

（非加熱／菌が生きている）発酵生ハムを開発した。㈱札幌バルナバフーズ（札幌市）は、

この乳酸菌を用い、道産豚と羅臼産海洋深層水塩などを原料にし、「乳酸菌発酵 北海道産

生ハム」を商品化（H19.5）した。（H18 北海道新技術新製品開発賞の大賞を受賞） 

 

③酵素処理技術－ポテトペースト 

倶知安の企業グループとの共同研究により、ジャガイモを酵素処理してペースト状にす

る技術（特許 H16.11）を開発した。㈱壺屋総本店（旭川市）は、この技術を活用し、道産

ジャガイモ（インカのめざめ）を原料として「ポテトのポトフ」を商品化（H19.4）した。

（H18 北の名菓づくりの大賞を受賞） 

 

④植物性乳酸菌－「ＨＯＫＫＡＩＤＯ株」 

漬け物の中から植物性乳酸菌 HOKKAIDO 株（特許 H19.3）を選抜した。この乳酸菌は、腸

内菌叢を整え、免疫を強める効果があるとして注目されている。㈱豆太（札幌市）は、こ

の乳酸菌を用い、道産大豆の豆乳を発酵させたヨーグルト風の食品「豆乳ヨーグルト」を

商品化（H19.4）した。消費者の健康志向の高まりの中、ヘルシーなデザートとして、若い

女性を中心に好評とのこと。㈱北海道バイオインダストリーは、洋菓子「ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ･ｽｲ

ｰﾂ HA-RU（ﾊﾙ）」を商品化（H19.7）した。 

また、雪印種苗㈱（札幌市）では、この乳酸菌を子牛の代用乳（粉ミルク）に配合し、

下痢抑制効果のある飼料として商品化（H18.11）し、全国販売するとともに、H20.11 には

道内向け生産を行うため、関連企業が釧路市に製造ラインを設置した。 

 

⑤発酵技術－魚醤油 

全道各地の水産資源等を活用した魚醤油作りを、現地技術支援や技術講習会を通じて指

導するとともに、「魚醤油研究会」を組織し、新たな製品開発や品質の向上に努めており、

道内各地で、鮭・サンマ・ホタテ貝などを原材料とする魚醤油が次々商品化されている。 

こうした中、当センターが開発した耐塩性酵母と乳酸菌を用い水産加工副産物や残渣を

発酵させ、魚臭さが少なく、旨味を増した魚醤油を製造する技術（特許 H18.8）を用い、

㈱マルデン（えりも町）では、商品化した「魚々紫（ととむらさき）」の高品質化に向け開

発を進めている。 

なお、「魚醤油研究会」は、２０年４月から、ビジネス展開の活発化を図るため、民間主

導の全道組織に発展した。 

 

⑥酵素処理、発酵技術－豆酢 

酢は、デンプンを糖化し、アルコール発酵、さらに酢酸発酵してつくられるが、豆のデ

ンプンは、糖化しにくいことから、これまで酢の原料には用いられなかった。 

 ㈱丸勝（帯広市）から、豆酢の製造について相談を受け、共同研究の結果、酵素処理を

することによって糖化し、酢を製造することに日本で初めて成功（H20.4 共同特許取得、
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中国･米国に国際特許申請中。）した。同社は、新工場を建設し、小豆酢・金時豆酢・白い

んげん豆酢（ナガイモ酢・かぼちゃ酢も併せて）を商品化（H19.8）し、現在、道内を中心

に販売しているが、道外への販路拡大を目指すとともに、地域企業と連携して新たな利用

方法の開発も進めている。（H19 北海道新技術新製品開発賞の大賞を受賞） 

 

 (3) 企業の売上高への貢献について 

上記を含め、これまでに当センターの技術開発・支援によって実用化した製品のこの 

１０年間の総売上額は、把握できた範囲で約２４０億円を超え、また、平成１９年度（単

年度）の実績は７２品目、約７４億円となり、現ビジョンの１年目である平成１６年（約

２５億円）の３倍となっている。（なお、この間の増加額４９億円は、ほぼ同時期の（Ｈ 

１５～１８）の本道食料品製造業の工業出荷額の増加分２２５億円の２２％に相当する。） 

また、この数値は、企業からの直接の報告に基づくものであり、農林水産省などによれ

ば、食品等の公設試験研究機関の実績としては、全国有数のものであると評価されている。 

 

２ 食品加工研究センターの今日的課題と果たすべき役割 

前々章Ⅱにおいて、本道食品工業を取り巻く環境変化と課題について述べたが、食品加

工研究センターの設置目的を考えると、これらは、すべからく当センターを取り巻く環境

変化であり、また、課題でもある。 

 設立後１６年を経過し、これまでの蓄績や研究成果の移転、道内企業との共同研究など

により、多くの商品が生み出され一定の経済効果も得てはいるが、北海道経済の厳しい現

状や「食の北海道ブランド」の道外や海外での評価の高まりなどを勘案すると、本道経済

に果たす食品工業の役割は更に大きくなるものと考えられる。このため、当センターにお

いても、これまでの研究成果のうち経済波及効果の高いものの更なる発展を図るとともに、

道内企業やマーケットのニーズに即応した新たな研究課題への果敢な取り組みを行い、名

実ともに、北海道の食品加工をリードする総合的な拠点として、研究、マーケティング機

能、商品化機能や幅広い関係機関との連携機能など必要な機能を充実・強化させることが

重要である。 

特に、近年、国や道が食品工業関連の施策を強化しつつあることや産学官連携の成果の

実用化などにおける地方公設試の役割が各省庁において再評価され、新たな施策（経済産

業省～イノベーション事業、文部科学省～ＪＳＴの事業 など）が展開され始めているこ

とは、近年、厳しい財政的制約の中に置かれていた当センターにとって「追い風」ともい

うべき状況であり、これらの積極的な活用を図ることが必要である。 

また、平成２２年度には、道立試験研究機関のほとんどが単一の独立行政法人としてス

タートすることとされているが、当センターの取り組みが他の試験研究機関をリードする

ものであるならば、一次産業部門や工場試験場などとの連携が、より一層円滑に進むこと

により、業務の垣根を超えた更なる経済波及効果の拡大も期待され、当センターの研究体

制の強化が図られる可能性もあり、大規模な研究をコーディネートできる能力の醸成が必

要である。 

 

Ⅴ 北海道の食品工業の発展に向けて 

１ 研究開発の展開方向 

① 重点研究分野の設定について 

 今後重点とすべき研究テーマを選定するにあたって、当センターでは、これまでに述

べた経済社会情勢の変化や食品工業の課題を十分に踏まえるとともに、食品企業や食品関
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連団体などに対し実施した開発が必要な技術ニーズに関するアンケートやヒアリングの実

施結果や技術支援・技術相談等からの要望などを分析し、大きな経済波及効果が期待でき

るものや道内企業への先導的な取り組みとなり得る可能性の高いものを中心に以下のとお

り設定する。 

なお、それぞれの分野で想定する研究テーマは別表のとおりである。 

 

○製品の高付加価値化や食の安全・安心などを推進する加工技術の開発 

多くの食品企業に共通する加工技術の革新のための開発、農産物などの粉体化・ペース

ト化技術の開発、新規性の高い発酵、酵素処理技術の開発 

○地域資源を活かした発展的な研究開発 

 主要農畜水産物の新規用途と、高次加工技術の開発、地域特産品に対する新たな技術の

開発 

○新たな市場に対応する製品開発 

 東アジアなど海外市場をターゲットにした商品開発、高齢者向け食品加工技術、消費者

ニーズ・マーケット調査に基づいた食品加工技術などの開発 

○食品の２次機能（味、香りなど）に関する評価技術の高度化や食品バイオ産業の創出に

貢献する技術開発 

 美味しい食品や「健康は食から」といった健康食品の開発に必要な科学的評価、関係す

る技術開発 

○環境に貢献する研究開発 

 未利用資源、食品加工副産物の高度利用・ゼロエミッション化のための技術開発、バイ

オエネルギーに係る技術開発 

 

② 具体的な研究課題設定の考え方 

当センターの具体的な課題設定においては、「社会的ニーズ等の入口」と「明確な成果

目標等の出口」を整理した上で、取り組むべき価値のある課題を見極めることが重要であ

る。 

このため、道内食品企業や食品関連団体、市町村などの技術ニーズを不断かつ的確に把

握するとともに、蓄積された技術シーズの横断的活用や新たな技術の修得を積極的に進め、

マーケットニーズを踏まえた研究課題を設定することとし、以下のチェックポイントに適

う課題を優先的に実施することとする。 

・多くの企業のニーズを踏まえた出来るだけ汎用的な研究 

 ・マーケットニーズを踏まえた大きな（又は具体的な）経済効果が期待できる研究 

・北海道や国の施策との整合性ある研究 

・食品工業の最重点課題である付加価値生産性の向上に役立つ研究 

・道内企業の育成振興のために当センターで不足している技術や新しい技術を取得する

研究 

 

③ 研究開発の進め方について 

○ 研究課題の設置にあたっては、上記の取り組み（課題設定ＰＤＣＡ）を進めるほか、

実施中のテーマについても組織的にその進捗状況のチェックを行い、課題や問題点の

早期発見と適切な対処（進行管理ＰＤＣＡ）を行い、最大限の成果を追求する。 

○ 限られた人的資源の中で、効果的な研究開発を行うため、大学等の研究機関や先進

企業などと積極的な連携を行い研究開発プロジェクトの実施など大型の研究課題に積
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極的に挑戦するとともに、これらの機関との適切な役割分担を行う。 

○ 道はもとより、食品の研究開発に関連する国（各省庁）の施策の積極的活用や共同

研究の更なる拡大などにより、必要な研究資金の確保に努める。 

 

２ 技術支援の展開方向 

 技術支援は研究開発とともに当センターの業務の両輪であり、食品加工相談や現地技術

支援などを通じて道内食品企業の技術力向上を支える必要がある。また、技術支援は当セ

ンターの研究成果を企業へ普及、技術移転するために不可欠なツールであると同時に、企

業に潜在する新たな研究開発課題を発掘するための強力な発掘ツールであり、更に充実し

た対応を図る必要がある。 

 このため、研究成果や所有特許の実用化に向けた多面的な取組を強力に推進するととも

に食品企業の人材育成や生産工程の改善などを含めた総合的な支援を行い、企業の付加価

値生産性の向上や新商品開発を加速的に進めるよう努める。 

 また、限られた人的資源の中で研究業務との両立を図りながら質の高い支援を継続的に

実施していくためには、食品関係団体や大学などの研究機関はもとより、技術支援機関・

中小企業振興機関、金融機関などの幅広い外部機関とも密接に連携し、技術支援の効果的・

効率的展開に努めることが重要である。 

 

① 食品加工相談態勢の強化 

 現状において全道各地から一次産業関係者も含め年間 1000 件以上の相談があるが、これ

らの相談にはこれまでの１６年の相談実績を活用できるものも多く、より迅速に、かつ効

率的な対応を図るため、相談実績や技術情報のデータベース化を進めるとともに、ホーム

ページなどの活用を図る。 

 また、食品加工相談に関するワンストップサービス機能の強化を図るため、他の研究機

関や支援機関との連携を進め、原料から製造、流通に至る広範囲の相談にも機動的な対応

が出来るような体制づくりに努める。 

 

② 現地技術支援等の充実  

  近年現地技術支援は増加の一途を辿っており、新製品開発や改良のニーズの高まりを考

えると、今後更なる増加が見込まれる。現地技術支援は食品企業側のニーズに基づいて実

施するばかりではなく、当センターの研究成果等の実用化のためにも有用な取組であり、

より良い商品が生産されるよう、関係機関の協力を得ながら、生産工程やマーケティング

なども含めて広範な技術支援を実施する。また、この様な技術支援が可能となるようセン

ター職員の能力開発や研修を適切に実施する。 

 

③ 人材育成の効果的実施 

食品工業を巡る社会経済環境が大きく変化している状況を踏まえ、経営者や技術者に対

する人材育成の取組を強化する。特に、食の安全、生産管理、先端的な加工・分析技術な

ど、「安全安心で美味しく付加価値の高い食品づくり」に寄与するテーマを中心に内容の充

実を図る。 

 

④ 依頼試験や設備機器などの開放等 

試験分析については、センターの研究成果移転や企業の新製品開発などに繋がる可能性

の高いケースを中心に充実を図る。なお、加工や分析に係る機器の更新や先端機器の導入
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は、研究開発を効果的に実施する上でも極めて重要であり、また、十分な設備機器を有し

ない中小企業にとっても当センターの設備機器の開放の必要性が引き続き高いことから、

道や国の施策の有効活用や食品機械メーカーとの連携などにより、その充実を図る。なお、

当センターと連携して新製品・新技術の導入を進めようとする企業（新規事業者を含む）

に対しては引き続き研究開発の場を提供する。 

 

⑤ 情報提供の高度化 

当センターでは、研究成果発表会の開催や研究概要の発刊、ホームページの開設などに

より情報提供に努めてきたが、活動状況に係る認知度の更なる向上を図るため、新たにメ

ールマガジンを発刊し情報提供体制の充実を図るとともに、ブロガーとの連携による研究

成果の普及などにも取り組んでいる。今後は、食品企業のニーズに即応するようメールマ

ガジンの充実を図るとともに、メーリングリストを活用し、双方向の情報交換を行う。ま

た、報道機関や IT 関連機関の協力を得ながら、新製品などの開発普及に努める。 

 

⑥ マーケティング・販路開拓支援 

  当センターにおいては、近年、研究開発や技術支援の成果として、多くの商品が生み出

されてきている（１９年度で７２品目）。これらの商品の販路拡大に当センターが積極的に

取り組むことは成果の実効性を高めるとともに、市場ニーズを踏まえた研究開発にも役立

つことから、道内食品の展示会・商談会などに積極的な対応を行う。また、近年、東アジ

アにおける北海道食品の輸出可能性が高まってきていることを踏まえ、道内企業がこれら

の地域を対象とした商品の開発を行うための技術支援を行う。 

 

３ 連携とコーディネート 

道内食品の可能性を高め、設置目的である食品工業の発展を図るためには、「マーケット

イン」の取組を強め、食品企業の売上や付加価値生産性を更に高めることが必要である。

このためには、当センターの研究開発や技術支援に係る幅広い能力の向上を図ることが急

務であり、道内においてイコールパートナーとなる大学や技術振興機関、中小企業支援機

関 、金融機関さらには流通企業や消費者との連携を更に発展させることが重要であり、平

成２０年度からは酪農学園大学との包括提携や社団法人食品需給研究センターや財団法人

北海道科学技術総合振興センターなどとのプロジェクト事業を実施しているほか、金融機

関や社団法人北海道中小企業総合支援センターとの協働事業も開始する予定であるが、今

後は、道内の「産学官金」との共同の取り組みを更に積極的に進め、北海道の食品加工の

総合的な支援機関としての当センターのコーディネート力を大きく発展させる。 

 また、食品に関する政策を有する省庁（農林水産省、経済産業省、文部科学省など）や

その関連機関、道外の先進食品関連企業、海外食品関連機関との交流・連携を進め、全国

的・世界的な視野に立った研究開発や技術支援を行う。 

 

４ 独立行政法人化に向けて 

 当センタ－は、平成２２年度に他の２１の道立試験研究機関とともに独立行政法人に移

行することとなっている。 

 この独立行政法人化への改革のねらいは、これまで果たしてきた役割や機能はもとより、

総合力や機動力を発揮する自律性の高い体制の構築と、外部との柔軟な連携・交流の充実

とともに、これまで以上に複雑化・多様化する道民ニ－ズに迅速・的確に対応した研究の

展開、成果の着実な還元、道内産業等への技術支援の充実を図るためである。 
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 道立試験研究機関は、技術を企業等に移転するための中核に位置づけられるものであり、

経済団体や中小企業団体からは食品など道内企業にとって真に有用な機関となるよう大き

な期待があることを踏まえ、工業試験場や一次産業系試験研究機関との連携を強化しなが

ら、体制の充実を図り、本ビジョンに記載された事業の効果的な展開に努める。 

 

５ 研究開発・技術支援等の目標 

道の長期計画である「ほっかいどう未来創造プラン」や「北海道経済活性化戦略ビジョ

ン」では、付加価値率（平成１７年度 ２９％）の向上を食品工業の目標として設定して

おり、当センターは、これらの目標の達成に向け積極的な役割を果たすこととする。 

 

※目標水準  ほっかいどう未来創造プラン  平成２９年度 ３５％ 

       北海道経済活性化戦略ビジョン戦略  平成２２年度 ３１％ 

 

また、当センタ－が研究開発や技術支援した結果により実用化する商品の売上高を、平

成２５年度までに単年度で１５０億円（平成１９年度 ７４億円）になるよう努めるとと

もに、研究開発・技術支援等の展開方向に合わせ、研究開発・技術支援等のレベルアップ

を示す以下の数値を行動目標として設定する。 

 

                        基準値        目標値 

 (1)新たな商品化の件数  ５０件(年１０件) → ７５件(年１５件) 

 (2)特許実施許諾件数   １６件      → ２５件   

 (3)共同研究件数         ８７件      → １０４件   

 (4)現地技術支援件数     ２１６件     → ２６０件  
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別 表

食品工業の現状 

・社会情勢の変化 

食品工業の 

課題 

重点研究 

分野 
想定される試験研究課題 

◆現 状 

・「食の北海道ブランド」が全

国を席巻し、東アジアを中

心に海外における評価も向

上 

・食料品製造業は工業出荷額

１兆７，９６２億円で全製

造業の３１．２％、道内経

済の大きなウェイト 

・都道府県比較「全国一の食

料品製造基地」 

・食料品製造業の付加価値率

は２９．１％（全国３４．

２％）と低い水準 

・農水産物等が低次加工のま

ま道外や海外に移輸出 

・多くの食品事業者が中小零

細規模 

 

◆経済社会情勢の変化 

・食に対する安全安心意識の

高まり、国産食品に対する

再評価が進行 

・東アジア諸国などに「富裕

層」が増加してきており日

本の食料品の輸出・販売の

機会拡大 

・少子高齢化の進展や単身世

帯の増加など食の外部化・

簡便化や洋風化が進行 

・燃料価格の高騰、穀物など

の入手難 

・新たな評価技術開発やバイ

オ技術の活用など先進的な

食品技術の導入が進行 

・地域資源活用促進法や農商

工連携促進法など食品工業

関連施策の充実 

・道も食品工業への支援施策

の充実・強 化 

・地球環境問題の深刻化のた

め、環境への適切な対応必

要 

①高付加価

値化や食

の安全へ

の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域資源

の活用 

 

 

 

 

 

③新しい市

場への対

応 

 

④先進的な

食品技術

の積極的

な導入 

 

 

 

 

⑤環境問題

への適切

な対応 

①製品の高

付加価値

化や食の

安全・安心

などを推

進する加

工技術の

開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域資源

を活かし

た発展的

な研究開

発 

 

 

③新たな市場

に対応する

製品開発 

 

④食品の官能に

関する評価技

術開発や食品

バイオ産業の

創出に貢献す

る技術開発 

 

 

⑤環境に貢

献する研

究開発 

・米の用途拡大を目指した加工米飯や米粉の新規加工技術に関する研究 

・菓子等の高付加価値化製品への利用を目指した農産素材開発 

・従前の加工技術で加工されている水産食品の衛生的観点からの製造技術の再考

・新たな加工技術（過熱水蒸気、ナノテクなど）を導入した水産加工品の高付加

価値化 

・乳酸菌等の発酵技術、代謝産物などによるチルド流通食品の微生物制御 

・粉砕、造粒・成型・コーティング、ナノテクなどの粉体加工技術を用いた素材

開発 

・ゆらぎ制御やジュール加熱、マイクロ波などの発展的研究開発 

・過熱水蒸気技術をもとに、他の要素技術を併用した加工技術 

・抗菌機能を有す天然或いは新規な素材の開発 

・企業の体質強化策に繋がる生産・品質・衛生管理技術の開発 

・発酵技術による既存製品の有用成分増強や農水産物の新利用法の開拓 

・発酵食品用の新原料・新素材に適した乾燥菌スタータ(種菌)の開発 

・伝統的発酵食品（味噌、醤油、清酒など）への新発酵技術の導入 

・バイオプリザベーションの導入による品質管理技術および製造技術の開発 

・製品の差別化、ブランド力向上に繋がる遺伝子解析・評価技術の活用 

 

・地域資源である野菜類および果実類の高付加価値化技術に関する研究 

・地域農産素材を活かした機能性素材や健康食品の開発 

・地域素材を活かした高付加価値化製品の開発 

・地域ブランドの形成を目指した製品開発 

・地域ブランド作りに向けた発酵技術の利用 

・微生物を用いた品質改善、発酵管理による高品質化した魚醤油の開発 

 

・食の洋食化など市場ニーズにマッチした製品開発 

・海外市場（輸出）を目指した水産食品製品の開発 

・高齢者向けの食品に関する加工技術や知見の蓄積及び製品開発 

 

・水産物に特有な機能性成分の解明評価および機能性食品の開発研究 

・食品の美味しさを評価するセンサを用いた客観的評価技術の開発 

・アンチエイジング食品や抗炎症・アレルギー性疾患緩和などの保健機能食品の

開発 

・食品バイオ産業の成長を促す技術の導入および新技術の開発 

・有用微生物の活用などバイオ技術を利用した製品開発 

・機能性食品の価値向上に係るエビデンス取得に向けたバイオ技術の活用 

 

・加工残渣、野菜未利用部位および規格外品などを新しい農産加工原料と位置づ

け、新たな価値の創造を意図した研究開発 

・水産加工副産物と未利用資源を原料とした食品開発 

・畜産副産物等の環境調和型の加工処理技術の開発 

・エゾシカ有効活用に向けた関係団体と協力、連携 

・既存技術や先端技術を応用した環境調和型加工技術の開発 

・生産・品質管理技術や省エネを目指した工程改善手法の開発 
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食品加工研究センター新ビジョンの概要 

 

１ 策定の背景 

●現ビジョン（Ｈ１６～２０）の目標水準の達成 → 顕在化する研究開発・技術支援の成果（⑲７２品目、 

●長期化する景気低迷と近年における社会経済環境の大きな変化             売上高７４億円）

●道や国における食品関連施策の充実や地方公設試への期待の高まり ●平成２２年度からの独立行政法人化 

 

２ 北海道の食品工業の現状と課題等 

現 状 
・「食の北海道ブランド」の評価の高まり  ・北海道は引き続き「全国一の食品製造基地」 

・低い付加価値生産性  ・原材料加工度の低さ  ・中小零細の多い企業規模 

経済社会 

情勢の変化 

・食の安全安心意識の高まり  ・東アジアの「富裕層」の出現  ・食品の新技術の台頭 

・食の外部化・簡便化や洋風化  ・エネルギー、穀物などの高騰・不足 

・地域活性化のための国や道の食品関連施策の強化  ・環境問題への対応 

 

●課 題 

①高付加価値化や食の安全への対応   ②地域資源の活用   ③新しい市場への対応 

④先進的な食品技術の積極的な導入   ⑤環境問題への適切な対応 

 

３ 食品加工研究センターの対応 

テーマ 安全安心で美味しく付加価値の高い食品づくり 

研究開発 

●成果や経済効果を重視した取り組みの強化 

○ＰＤＣＡサイクル（課題設定、進行管理）の導入 

○関連機関との連携により大型プロジェクトの実施 

○重点研究５分野 ①高付加価値化、食の安全安心 ②地域資源活用 ③新市場対応 

④新技術（美味しさ、バイオ）活用 ⑤環境貢献 

技術支援 

●研究開発と両輪で道内食品企業を強力に支援 

○食品加工相談態勢の強化 ○現地技術支援等の充実 ○人材育成の効果的実施 

○依頼試験、設備機器開放 ○情報提供の高度化 ○マーケティング・販路開拓支援 

連携とコーデ

ィネート 

○道内「産学官金」との連携強化 ＋ ○道外・海外との交流・連携 

→ コーディネート力の大きな発展 

独立行政法人

化への対応 

○食品企業や経済団体の期待や要請に応える体制の充実 

○工業試験場や一次産業系研究機関との連携強化 

４ 目 標 

○食品工業の付加価値率の改善への貢献（１７年度 ２９％ → ２９年度 ３５％（道長期計画）） 

○当センターが研究開発・技術支援した製品の売上高（１９年度７４億円 → ２５年度１５０億円） 

○行動目標 

①新たな商品化の件数  ５０件(年１０件) → ７５件(年１５件) 

②特許実施許諾件数   １６件      → ２５件   

③共同研究件数         ８７件      → １０４件   

 

④現地技術支援件数     ２１６件     → ２６０件  

 



○Ｈ１６．３に初めて策定（Ｈ １６～２０）

・コンセプトは、技術レベルの高い研究開発に 裏付けら

れた企業発展・起業化に 積極的に 貢献する研究セ ンター

現行ビジョンの重点分野

環境の変化
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新ビジョ ンの策定

食加研 ビジョンの策定と重点研究分野の設定新

現行ビジョン

○道における新たな経済ビジョン、科学技術政策の策定（Ｈ １９～２０）　　　　　

○国における食品関連法の相次ぐ制定（地域資源法、農商工連携法、ｅｔｃ．）
○現行ビジョン目標の達成
○間近に迫った独立行政法人化

○道内経済の低迷と食品工業への期待の高まり
○道内食品工業の付加価値向上とエネルギー、原料対策への早急な 対応

○Ｈ２０～２５

新ビジョ ンの重点分野

研究課題設定検討システムの構築

１　道産食品の安全・安心確保のための研

　　究開発
　　　鮮度保持技術、微生物の制御、品質・

　　衛生管理、 製造工程改善

２　生産物の高付加価値化・差別化を進め

　　る研究開発
　（１）ﾊﾞｲ ｵﾃｸ ﾉﾛｼﾞｰや酵素処理技術の活用

　（２）道産食品原料の優位性を活かす新技
　　　術の導入・おいしさの追求
　（３）健康・機能性食品の研究開発

３　環境と調和した産業展開を支える研究　

　　開発
　（１）食品加工残渣・副産物の低減化や　　

　　　高度利用を進めるシステム開発
　
　（２）食品加工処理エネ ルギーの低減化・

　　　高効率化を目指した 技術開発

<<研究課題設定のポイント >>

・ 多くの企業のニーズを踏まえた出来るだけ汎用
　的な研究

・ マーケットニーズを踏まえた大きな（又は具体　
　的な）経済効果が期待できる研究

・ 道内企業の育成振興のために当セ ンターで不
　足してい る技術や新しい技術を取得する研究
・ 食品工業の最重点課題である付加価値生産性

　の向上に役立つ研究
・ 道や国の施策との整合性ある研究

<<企業ニーズ等の徹底的把握 >>　 （H１９．１２～）

・１,０００社アンケ ート

・主要企業・業界団体ヒアリ ング

<<研究課題設定プロジェ クトチームの設置 >>　（H２０．２～）

○構成員
　・企画調整部（主任研究員、研究企画係長、相談指導科長、

　技術情報科長）
　・各研究部代表３名　（計７名）　　　　　　　　　　　　　　　　

<<社会経済環境の変化 >>

○キーワード

・食の洋風化　　・地域資源法
・農商工連携法　・少子高齢化

・食品原料、エネ ルギーの高騰
・付加価値、生産性の向上　

・中食産業の拡大　・アジア市場
・安全安心意識の高まり 　ｅｔｃ．

１　製品の高付加価値化や食の安全・安心な どを推進する加工技
　術の開発

　　　多くの食品企業に共通する加工技術の革新のための開発
、農産物などの粉体化・ペースト化技術の開発、新規性の高い
発酵、酵素処理技術の開発

２　地域資源を活かした発展的な研究開発

　　主要農畜水産物の新規用途と、高次加工技術の開発、地域
特産品に対する新たな技術の開発

３　新たな市場に対応する製品開発
　　東アジアなど海外市場をターゲットにした商品開発、高齢

者向け食品加工技術、消費者ニーズ・マーケット調査に基づい
た食品加工技術の開発

４　食品の官能（味、香りなど）に関する評価技術開発や食品
　バイオ産業の創出に貢献する技術開発

　食品の官能（味、香りなど）に関する評価技術開発や食品バ
イオ産業の創出に貢献する技術開発

５　環境に貢献する研究開発
　　未利用資源、食品加工副産物の高度利用・ゼロエミッショ

ン化のための技術開発、バイオエネルギーに係る技術開発

・研究成果の実用化の拡大
・外部連携の拡がり
・大規模研究推進の可能性の高まり

・研究設備の老朽化
・研究活動ＰＤＣＡサイクルの導入

Plan

Do

Check
Ｈ ２１研究課題の設定

<<研究実施の経過管理 >>

・サロンミーティング
・部長会議に よる進捗状況

　の把握

<<個別研究の PDCA>>

Action

<<食加研の変化 >>

 


